
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  登録免許税の軽減措置                   

Ｑ：登録免許税の軽減措置が新設されたそ

うですが、どんな内容なのですか？ 

                                              

Ａ：特定の増改築等がされた住宅用家屋の

移転登記に係る登録免許税が0.1%となります。 

【解説】 

この制度は、平成26年度の税制改正で新設

されたもので、特定の増改築等がされた住宅

用家屋の移転登記に係る登録免許税の税率が

軽減されるという内容のものです。 

税率は0.1%で、適用期間は、平成26年４月

１日から平成28年３月31日までとなっていま

す。 

この制度の適用を受けるには、登記の申請

書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明

書を添付の上、その住宅用家屋の新築又は取

得後１年以内に登記を受けなければなりませ

ん。 

なお、この他、次の住宅関連の登録免許税

の軽減措置は、平成28年３月31日まで、２年

間延長されています。 

 (1)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登

記等の税率の軽減 

  ・所有権の保存登記…0.1% 

  ・所有権の移転登記…マンション0,1% 

           …戸建て住宅0.2% 

 (2)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の

税率の軽減 

  ・所有権の保存登記…0.1% 

  ・所有権の移転登記…0.1% 
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